
最高裁秘書第3637号

令和3年11月24日

林弘法律事務所
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司法行政文書開示通知書

10月22日付け（同月25日受付，第030634号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 「令和3年度実施結果総合職試験（家庭裁判所調査官補） 」 と題する文書

（片面で1枚）

（2） 「令和3年度実施結果総合職試験（裁判所事務官，院卒者区分） 」 と題す

る文書（片面で1枚）

（3） 「令和3年度実施結果総合職試験（裁判所事務官，大卒程度区分） 」 と題

する文書（片面で1枚）

（4） 「令和3年度実施結果一般職試験（裁判所事務官，大卒程度区分） 」 と題

する文書（片面で1枚）

（5） 「令和3年度実施結果一般職試験（裁判所事務官，高卒者区分） 」 と題す

る文書（片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



令和3年度実施結果総合職試験(家庭裁判所調査官補）

1.申込者数等
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125(78） 46(26）49(27）96(61） 6.9

198(144） 61(52）239(167）502(347） 8.2599(403）

※倍率(ま,第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。
※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

第1次試験(多肢選択式)の平均点等

謝謝謝謝
2

※下限の得点とは,筆記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない試験種目が一つでも存在する者については,他の試験種目の成績にかかわらず
不合格となります。



令和3年度実施結果総合職試験(裁判所事務官,院卒者区分）

1.申込者数等
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※倍率は,第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。

※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次試験(多肢選択式)の平均点等
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※下限の得点とは,箪記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない試験種目が－つでも存在する者については,他の試験種目の成；他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。



令和3年度実施結果総合職試験(裁判所事務官,大卒程度区分）

1.申込者数等
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※倍率は,第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。
※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

0

2第1次試験(多肢選択式)の平均点等
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※下限の得点とは，筆記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない試験種目が一つでも存在する者については,他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。



令和3年度実施結果一般職試験(裁判所事務官,大卒程度区分）

1.申込者数等
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※総合職試験(裁判所事務官)特例希望者を含みます。

※倍率は,第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。

※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次試験(多肢選択式)の平均点等
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※括弧内は,総合職試験(裁判所事務官)の第2次試験の不合格者又は第3次試験の有効受験者(いずれも特例希望者に限

る｡)を含む第2次試験有効受験者の平均点及び標準偏差です(最終合否判定に使用)。

※下限の得点とは,筆記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです｡
下限の得点に達しない試験種目が－つでも存在する者については.他の賦験種目の成績にかかわらず不合格となります。



令和3年度実施結果一般職試験(裁判所事務官,高卒者区分）

1.申込者数等
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※倍率は,第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。

※（ ）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次試験(多肢選択式)の平均点等
I

試験種目
・ ‘ ≦一 一享二.＝急一二;_- ’壱_ _ ‐ ・ゞ ‐』1

基礎能力試験

平均点 I

21.63 ‘

標準偏差

5．62
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